
手数料と使用料が変わります
　市では、４月１日から各種証明の手数料や施設の使用料を改定します。
　市が提供する行政サービスの費用は、市民の皆さんに納めていただいている税金とサービス
の利用者が支払う手数料や使用料などによって賄われています。今回の手数料と使用料の改定
は、サービスを受ける人と受けない人の間の受益者負担の公平性に加えて、消費税率の改正や
近隣市町との均衡を考慮しながら、平成９年から据え置いてきた料金を見直すものです。
　主な改定内容は下表のとおりです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

4月から
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▲お菓子の箱と外装フィルム（例）

　

昨
年
11
月
に
開
催
し
た
「
み
ら

フ
ェ
ス
」
と
「
に
し
わ
き
産
業
フ

ェ
ス
タ
」
で
ご
み
の
分
別
に
関
す

る
ご
み
ク
イ
ズ
を
行
い
、
多
く
の

方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
間
違
い
が
多
か
っ
た
ご

み
の
正
し
い
分
別
方
法
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
間
違
い
が
多
か
っ
た
ご
み
の
分
別

　　

今
回
の
ご
み
ク
イ
ズ
で
間
違
い

が
最
も
多
か
っ
た
も
の
は
、
お
菓

子
の
箱
と
外
装
フ
ィ
ル
ム
＝
写
真

の
分
別
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
正
し

い
分
別
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
装
フ
ィ

ル
ム
の
分
別

　

外
装
に
使
用
さ
れ
る
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
容
器
包
装

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
分
別
し
ま
し
ょ

う
。

　

判
断
が
難
し
い

と
き
は
、
製
品
に

プ
ラ
マ
ー
ク
の
表

示
が
あ
る
か
ど
う

か
を
目
印
に
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
紙
製
の
箱
の
分
別

　

燃
え
る
ご
み
と
し
て
分
別
さ
れ

る
方
が
多
い
で
す
が
、
紙
ご
み
は

資
源
と
し
て
再
利

用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
紙
ご
み

と
し
て
地
域
の
集

団
回
収
に
出
す
よ

う
に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

　

回
収
方
法
な
ど
は
地
域
ご
と
に

異
な
り
ま
す
の
で
、
主
催
者
に
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
正
し
い
分
別
に
ご
協
力
を

　　

正
し
い
分
別
は
ご
み
の
減
量
・

資
源
の
有
効
活
用
に
つ
な
が
り
ま

す
。
分
別
方
法
に
迷
っ
た
と
き
は
、

み
ど
り
園
（
☎
23-

２
８
０
８
）、

市
役
所
環
境
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

第
34
話
　
〜
身
近
な
ご
み
の
分
別
、
間
違
っ
て
い
ま
せ
ん
か
〜

ご
み
ダ
イ
エ
ッ
ト
通
信

◆
環
境
課
（
☎
22‐

３
１
１
１
）

◆改定する主な手数料と使用料

戸籍住民課、税務課などで発行する証明
・住民票、印鑑登録証明など
　　　　　　　　　戸籍住民課（市役所内線247、367／　22-1014）
・課税・非課税証明　　税務課（市役所内線379／　22-1014）
・納税証明　　　　　　税務課（市役所内線237／　22-1014）
・評価証明　　　　　　税務課（市役所内線241／　22-1014）

300円

5,400円
6,900円
7,800円
2,750円
3,450円
3,800円
1,350円
1,800円
1,800円
2,740円
3,440円
3,900円

500円

300円

9,600円
11,750円
13,850円

1,400円

700円

400円
300円
100円

午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～10時
午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～10時
午前９時～正午
午後１時～５時
午後５時30分～９時30分
午前９時～正午
午後１時～５時
午後５時～10時

大人（２時間）

小人（２時間）

午前９時～正午
午後１時～５時
午後６時～10時

午前10時～翌午前10時

午前10時～翌午前10時

大人
シルバー（65歳以上）

小人

体育館・全面

武道館

大研修室

体育館・全面

温水プール

ホール・平日

テントサイト
（高床式）

テントサイト
（平地式）

入館料

総合市民センター
　☎22-5996
　　22-6015

天神池スポーツセンター
　☎22-0072
　　22-1899

音楽ホール「アピカホール」
　☎23-9000
　　23-9031

中畑林間ファミリー園
　商工観光課
　（市役所内線268／　22-6987）

経緯度地球科学館「テラ・ドーム」
　☎23-2772
　　23-3110

250円

5,280円
6,600円
7,480円
2,640円
3,300円
3,630円
1,320円
1,760円
1,760円
2,640円
3,300円
3,740円

〔温水時〕510円
〔冷水時〕410円
〔温水時〕310円
〔冷水時〕200円

9,180円
11,220円
13,260円

1,020円

510円

510円
―　　　

100円

新　料　金手数料・使用料／問合せ 旧　料　金

コンビニ交付、始まりますコンビニ交付、始まります
利用にはマイナンバーカードが必要

　２月１日からコンビニエンスストアなどにあるマル
チコピー機で、住民票の写しと印鑑登録証明書を取得
できるようになります。コンビニ交付サービスは、市
役所窓口が閉まっている夜間や休日でも、マルチコピ
ー機のある全国の店舗で取得でき、大変便利です。
◆利用可能時間　午前６時30分～午後11時
※年末年始とシステム休止日を除く
◆利用可能店舗
　全国のセブン―イレブン、ファミリーマート、ロー
ソンなど（マルチコピー機がある店舗のみ）
◆取得できる証明書と発行手数料
　住民票の写し、印鑑登録証明書　１通250円
※４月１日から市役所窓口での発行手数料が300円に
なりますが、コンビニ交付サービスの手数料は変わ
りません。
◆利用時の注意
・15歳未満の利用と同じ住民票に転出予定の方がい
る場合の利用はできません。
・利用者証明用電子証明の暗証番号（４桁）が必要で
す。マイナンバーカード申し込み時に、電子証明書
を不要とされた方は利用できません。
・暗証番号を３回連続で間違えると、利用できなくな
ります。利用には暗証番号の再設定が必要ですので、
開庁時間に市役所窓口へお越しください。

マイナンバーカード臨時受け取り窓口を開設

　マイナンバーカードの申請後、まだカードの受け取
りができていない方に向けて、臨時の受け取り窓口を
設けます。受け取りには事前の予約が必要です。
◆とき　２月９日（日）午前８時30分～午後５時
◆ところ　戸籍住民課窓口
◆持ち物
・受け取りの案内通知に同封された回答書
・上記案内通知に記載の本人確認書類
・通知カード
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※通知カードや回答書を紛失した方は下記へお問い合
　わせください。
◆予約・問合せ　戸籍住民課（市役所内線247）

※大人またはシル
　バー１人につき
　２人まで無料

マルチコピー機▶




